
国
保
に
関
す
る
Q
&
A

Ａ　

診
療
を
受
け
た
方
が
同
じ
月
内
に
同
じ

医
療
機
関
や
薬
局
で
支
払
っ
た
一
部
負
担

金
が
高
額
に
な
り
、
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
場
合
に
は
、
役
場
住
民
課
保
険
年

金
担
当
へ
申
請
す
る
こ
と
で
、
そ
の
超
え

た
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　
　

自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
や
所
得
な

ど
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
の
で
、
高
額
療

養
費
を
申
請
さ
れ
る
前
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
被
保
険
者
証

②
領
収
明
細
書
な
ど
領
収
印
が
あ
り
、
医
療

機
関
等
に
診
療
費
を
支
払
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の
（
原
本
）

③
世
帯
主
の
振
込
先
の
金
融
機
関
名
・
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は

除
く
）

　

申
請
人
（
世
帯
主
）
と
振
込
口
座
の
名
義

人
が
異
な
る
場
合
は
、
申
請
人
（
世
帯
主
）

か
ら
の
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
注
意
事
項

①
月
の
１
日
か
ら
月
末
ま
で
の
１
か
月
ご
と

に
計
算
し
ま
す
。

②
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に

か
か
る
標
準
負
担
額
な
ど
、
保
険
対
象
外

の
も
の
は
含
み
ま
せ
ん
。

③
医
療
機
関
ご
と
に
計
算
、
同
じ
医
療
機
関

で
あ
っ
て
も
、
外
来
と
入
院
は
別
計
算
と

な
り
ま
す
。ま
た
、同
じ
医
療
機
関
で
あ
っ

て
も
、
医
科
と
歯
科
は
別
計
算
と
な
り
ま

す
。

④
70
歳
未
満
の
方
は
、
同
じ
世
帯
で
、
同
じ

月
内
に
２
１
、０
０
０
円
以
上
の
自
己
負

担
額
を
２
回
以
上
医
療
機
関
に
支
払
っ
た

場
合
、
そ
れ
ら
を
合
算
し
て
対
象
額
を
計

算
し
ま
す
。

⑤
診
療
月
に
よ
っ
て
、
高
額
療
養
費
の
申
請

を
受
け
付
け
て
か
ら
、
実
際
に
支
給
を
受

け
る
ま
で
３
か
月
程
度
か
か
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

※
な
お
、
引
き
続
き
入
院
に
よ
り
、
医
療
費

が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合
は
、「
限
度

額
適
用
認
定
証
」（
住
民
税
非
課
税
世
帯

は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」）
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す

の
で
、
住
民
課
保
険
年
金
担
当
で
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
医
療
費
が
高
額
に
な
り
ま
し

た
。
ど
う
す
れ
ば
支
給
が
受
け

ら
れ
ま
す
か
？

み
ん
な
で
支
え
合
う

国
民
健
康
保
険

国  

民  

年  

金
　
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

年
末
調
整
、確
定
申
告
ま
で

�

大
切
に
保
管
を
！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
を
平

成
22
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で

に
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
本

部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証

明
書
（
ま
た
は
領
収
書
）
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

　

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の
２

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
配
偶
者
や
ご
家
族
の
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
納

付
さ
れ
た
方
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場

合
は
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
手
続
き

の
際
ご
自
身
の
国
民
年
金
保
険
料
の
額

と
合
算
し
て
申
告
で
き
ま
す
（
そ
の
際
は

ご
家
族
分
の
証
明
書
も
添
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
）。

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』は

�

期
限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
！

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税

対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　

課
税
対
象
者
と
な
る
受
給
者
の
方
に

は
、
毎
年
11
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
提
出
期
限
ま
で

に
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担
当
へ
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
申
告
に
よ

り
、
翌
年
中
に
受
け
ら
れ
る
年
金
に
か

か
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
定

し
ま
す
。
も
し
、
提
出
を
忘
れ
る
と
各

種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源

泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

住
民
課　

保
険
年
金
担
当

　
　

☎
�
６
５
７
１ 

有
線
⑤
７
７
８
４

　

草
津
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
　

☎
０
７
７

−

５
６
７

−

２
２
２
０

◆問い合わせ先　住民課　保険年金担当　☎�6571　有線⑤7784
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